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平成 24年 (ワ )第 223号  損害賠償請求事件

原告 西野友章ほか 1名

被告 登橋市ほか 2名

平成 24年 6月 28日

名古屋地方裁判所豊橋支部 御 中

〒 441・ 6021 豊橋市 白河 町 61番 地  ター ミナル プ ラザ 801号

同     弁 護 士  赤   本

電 話 0532-33-48

FAX 0532-33-48

第 1 請求 の趣 旨 に対す る答 弁

1 原告 らの被 告豊橋市 に対す る請求 を栞却 す る

2 訴訟費用 は原 告 らの負 担 とす る

との判決 を求 め る。

第 2 請求 の原 因 に対す る認 否 0反 論

1 請求 の原 因第 1に つ いて

(1)1に つ いて

認 め る。

(2)2に つ いて

認 め る。 ただ し、本件 中学校 にお いて は、三 ケ 日青年 の家 で の訓

練 につ き 「カ ッター 訓練」 との用 語 を使 用 して いた。

(3) 3に 1フ い
υ
〔

答 弁 書

同     弁護J: 岡 本 徳
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豊 橋市 に直接 関係 す る もので はな いゆえ認否 しな い。

(4)4に つ いて                '

豊 橋市 に直接 関係 す る もので はな いゆえ認 否 しな い。

2 請求 の原 因第 2に つ いて

(1)1に つ いて

以下 に矛盾 しな い限度で認 め る。

当初 生徒 を引率 した者 は、校 長・ 4名 の教 諭 0養護教 諭 1名 の計

6名 で あ る (甲 4015頁 ).カ ッター 訓練 の あ つた 6月 18日 にカ

ッター 訓1練 を運営 面や安 全面で補助 す るた め、 さ らに 2名 の教諭が

加 わ り (甲 4016頁 )計 8名 とな った .

本 件実 習期 間で あ るが 、本 件事故 が発 生 したた め、 6月 18日 で

打 ち切 り¬生徒 らは同 日午後 8時 40分 頃、学 校 に向 け三 ケ 日青年

の家 を出発 した (甲 4019頁 ).

(2)2に つ いて

認 め る。

3 請求 の原 因第 3に つ いて

(1)1に つ いて

ア  (1)に つ いて

中学 校 の教育 活 動 にお いて、学 校 に生 徒 の安 全 に配 慮 し、そ の

安全 を確 保す る義務が ある ことは、一般論 と して のみ認 め る。

本 件実 習が本 件 中学校 の正課 の授業 で あ つた ことは認 め る。

主張 は争 う .

イ  (2)に つ いて

否認 す る.主 張 は争 う。

甲 4・ 9～ 10頁 に記載 され て い るとお り、三 ケ 日青 年 の家が想

定 して いた事 故 は、落 水 、強 風 によ る座礁や 漂流 、落 雷等 で あ り
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カ ッター ボー トの転覆 は想定 され て いなか つた。三 ケ 日青年 の家

す ら想定 して いなか った事故 を専 門的な知識 `技能 を有 しな い学

校側 が容 易 に想像 す る ことな どで き るはず もな い。

平成 22年 4月 6日 に学校 側 と三 ケ 日青年 の家 との事 前打 ち合

わせが行 われ た 。そ の際学校側 の 1年 学 年主 任及 び担任 4名 の教

諭全員 が 、三 ケ 日青年 の家所員 の丼下俊 輔氏 か ら 「カ ッターボー

トは救助 用 に使 われ てお り安 全 で ある。」 との説 明 を受 けて いる。

又、過去 転 覆事故 な ど全 くなか った。それ ゆ え三 ケ 日青年 の家

は 自信 を持 って安 全で ある と述 べて いた ので あ る。

専 門的 知識・ 技 能 を有 しな い学校 側 が専門家 た る三 ケ 日青年 の

家 の言 を信 じるの は当然で あ り、カ ッター転 覆事 故 を想定 す る こ

とな ど全 くで きなか った。

ウ  (3)に つ いて

(ア )ア につ いて

第 1段 落お よび 第 2段 落 につ いて は認 め る。

第 3段落 は争 う。

原 告 らは実施 主体 が被告 静 岡県 か ら被 告実 施会 社 に変 わ つた

こと 自体 が安全 性 の低 下 を もた らす と主張 す るので あ ろ うか。

仮 にそ の よ うな 主 張 で あれ ば指 定 管理 者 制 度 自体 の否 定 で あ

り、そ のよ うな見解 に組す るわ けにはいか な い。

指 定 管 理 者 へ の変 更 に関す る三 ケ 日青年 の家 の具体 的説 明 は

以下 の とお りで あ つた 。

学校 は平成 21年 6月 1日 の施 設 予約 時 に、三 ケ 日青年 の家か

ら、「来 年度 、指 定管 理者 に変わ るが 、 引き継 ぎ を確実 に行 い、

これ まで と変わ らな い運営・指導体 制で実施 で き るので、心配 あ

りませ ん。」 と言 わ れ た し、平成 22年 4月 6日 の下見実 施 の時
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も、「指定 管 理者 に代わ りま したが 、昨年 と全 く同 じよ うにや り

ます ので安心 して下 さい。この 4月 か らもすで にカ ッター 訓練 を

実施 して います。」と説 明 を受 けた (甲 3の 1及 び 2の 各 々 1頁 ).

そ のた め学校 は、実施 主体 変更 に伴 う安 全性 の危惧 を感 じる こ

とな ど全 くなか った。

なお 、三 ケ 日青年 の家で は県 直営時か ら、カ ッター ボー ト訂1練

を実 施 す る全 て の学校 にお いて荒 天 時 と認 定 され た 場合 を除 き

自主艇 を使 用 して いたが (甲 4033頁 )、 これ まで 自主艇 の安

全性 につ き問題 はなか った。

(イ )イ につ いて

第 1段 落 につ いて は認 め る。 ただ し、 甲 204頁 には、「生徒

が乗船 した際、日視 で左舷 側 に傾 いて いる ことが分 か るよ うな状

態 で はな か つた」と記載 され て い る。従 って 、乗 船時 にカ ッター

ボ ー トが 左舷 側 に傾 いて い る こ とを認識 で き る状況 で はな か っ

た。

なお 、事 前 に学校 で乗船位 置 を決 め る際 、三 ケ 日背年 の家 の指

示 によ り比 較 的体 力 の あ る者 が 内側 とな るよ うに配 置 して い る

(甲 2027頁 )。 45kgの 重量 差 は 20名 の人員 を三 ケ 日青

年 の家 の指 示 に従 って配置 した結 果 にす ぎな い。

第 2段 落 につ いて は否認 す る。

甲 2・ 60～ 61頁 にお いて も、曳航 が DΠ 始 されてか ら左 傾斜

が増 し、転覆 した と述 べて い るので あ る。原告 ら主張 のよ うに当

初 の左舷側へ の傾 704が 転 覆原 因 と述 べて いるわ けで はな い。

逆 に当初 の傾斜 角 1.55・ は、教諭 の一 人が係 留索 を救 助艇

に渡す ため lFnt首 側 座席 の 中央 に移動 した ことによ り、0.53°

に復 原 して いる (甲 2044頁 、 60～ 61頁 ).
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この ことか らすれ ば、乗 船時 の人員 重量差が転覆原 因 とな った

もので はな い ことは明 らかで ある。    '

又、 甲 2076頁 の 6の 所 見 にお いて も、事故 の直接原 因 は、

「左斜航 状態 で 、また 、湖 水が A船 の左 舷船首側 か ら連続 して 打

ち込 む状 態で え い航 したため」と してお り、え い航 の不適 切 さ に

求 めて いる。

第 3段落 につ いて は争 う。

な お 、重量差発 生原 因につ いて前述 した とお りで あ る .

(ウ )ウ につ いて

以下 の主張 をもって 認否 ・反論 にか え る。

三 ケ 日青年 の家 の規約 で は、「荒天 時 の実 施・ 中止 の決定 は団

体責任 者 の意見 を聞き 、所員 が所 長の承諾 を得 た上で決定す る」

とな って い る。したが つて カ ッター訓練実施 の決定権 は三 ケ 日青

年 の家所 長 にある (甲 409頁 ).

当 日、雨 が降 り出 した午前 11時 30分 頃、学年 主任 の指 示で

引率教 諭が事 務室 を訪 れカ ッター訓練 実施 の可否 を尋ね た。この

時、事 務 室 にいた所員 は 「この程度 の雨 な ら大 丈夫 で あ る。」 と

答 え、別 の所 員 が気 象 状況 を確 認 し、「注意報 も発 表 されて いな

い」ことも伝 えた .こ の回答 を受 けた教 諭 は、予定通 り実施す る

ことを校 長及 び他 の 引率教 諭 に伝 えた (甲 4015頁 )。 12時

02分 に注意 報 が 発令 されて い るが (甲 2・ 3頁 )、 同情報 を伝

え られ なか つた学校 側 は、予定通 り訓1練 が実施 され るもの と考 え

た。

一方 、本 件校 長 は昼食 時 に教諭か ら本 件訓練 が予定 どお り実 施

され る旨 の報 告 を受 け (甲 2・ 3頁 )、 了承 した。そ の後 カ ッタ

ー訓練 開始 前 に艇 庫 内で行 われ た教 諭へ の説 明 の場 にお いて 、三
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ケ 日青年 の家指 導 員 に訓1練 コー ス につ いて 再度確 認 した と ころ、

陸 岸沿 いを と う漕 す る東 コー スで ある旨の説 明 を受 け、天 候 が悪

くな って もす ぐに岸 に避難 で き る と思 った (甲 2・ 55頁 ).

以 上 、校 長及 び 引率教諭 は訓練実施 の可否 につ いて十分 な注意

義 務 を果 た して い る。

(工 )工 につ いて

本 件訓 練 時 に雨 が降 つて いた こと、カ ッター に滞留水 が 生 じて

いた こと、滞 留水排 水 の措置 が採 られ なか った こと、自主 航行 不

可能 時 か い休 めの状態 で漂 泊 して いた こと、他 の カ ッター は排水

して いた こと、えい航 前 に滞 留水 が最 も深 い所 で 1lcmと 推定

され た ことは認 め る .

そ の余 は否認 す る。 主張 は争 う。

カ ッター の滞 留水 の排水 は、通 常 、訓練 参 カロ者 が乗 船す る前 に

指 導 員が行 つて いた ことか ら訓1練 参加 者 には教 えてお らず 、本件

にお いて も引率教 諭 に伝 え られ て いなか つた (甲 2・ 54頁 )。

なお 本件柄 杓 は右 舷側 予備 席下 にあ つたが (甲 2013～ 14頁 )、

同席 に は誰 も乗 って お らず (甲 2・ 14～ 15頁 )、 そ の存在 に

気 付 かなか った し、えい航時 を含 めて柄杓 によ る排水 の指 示 は一

切 されて いな か つた (甲 2・ 54頁 )。

それ に加 えて 、救助 に来 た三 ケ 日青年 の家所 長 は船 内 に湖 水が

打 ち込 んで い るの を認 めた ものの、早 く帰港 す る ことを優 先 して

滞留水の排出を指示せずにえい航を続けたのであり (甲 2068

頁 )、 このような状況の中で、転覆の危険性を想定 して引率教諭

が滞留水の排水を行 うことなど不可能である。

ところで、原告 らは甲 2042頁 を引用 して 1lCmの 滞留水

が本件カ ッターの復原性能に影響を与え転覆の原因とな ったと
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主張す るが、甲 2.42頁 にそ のよ うな記述 はな い。甲 2・ 41

～ 42頁 で は事 故 直 前 状態 の滞 留水 を問題 と して い る にす ぎな

い .

(オ )オ について

第 1段 落は認める。但 し、実際に 1時 間で 24mmの 降雨があ

ったわけではない。又、ハーバーでの訓練開始時の降水量は 10

分間で 2`5mmで あつた (甲 2・ 34頁 、図 2)。

第 2段落及び第 3段 落については否認する。主張は争 う.

甲 2034頁 図 2か らすれば、やや強い雨に該当するの考える

のが妥当である.

ところで前述のiTuり 、三ケ日青年の家の規約では、「荒天時の

実施・中止の決定は団体責任者の意見を聞き、所員が所長の承諾

を得た上で決定する」 となっている (甲 409頁 )。 そ して三ケ

日背年の家は、「今までの運営ではプログラム DΠ 始時に湖上の風

が強 く波が高い場合は、学校 と協議を行 つて参 りましたが、当日

は、プログラム開始時には、雨が降つていたものの、風や波はな

かったため、学校 との協議は考えつきませんで した。」 と述べて

いる (甲 3の 2010頁 ).

甲 4016頁 によっても、ハーバーを出港 した午後 2'寺 35分

頃の天候は、雨は断統的に強 く降っていたものの、風は日視で 3

～ 4m′s程 度、自波の発生もなかったのである。そ して三ケ日背

年の家の荒天時の取 り扱いでは、8m/s以 上 10m/s未 満は所長

の判断によるとあるのであるか ら (甲 409頁 )、 この程度の風

の場合は訓練 を行 うのが当然と解 され、学校 との協議もなされな

かったのである .

以上、出港基準 自体はすべてクリアー している状況 において校
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長が 中止 の 申入れ をす るな ど到底で き る もので はな い。

(力 )力 につ いて

第 1段落及び第 2段 落 は認 め る。

第 3段 落～第 5段落 の主張 につ いて は争 う。

雨水 によ る船体 傾斜 は当初 1.55° 、後 に 3.87° と推 定

され るが 、体 重 44kgの 教諭 が左舷側 か ら中央 に移 動 した とこ

ろ、左舷 傾斜 は 0.5° に戻 って い る (甲 2・ 14～ 15頁 、 4

4頁 、 50頁 ).比 較的体 重 の 軽 い人間一 人 の移 動 によ り傾斜 が

復 原 して いる ことか らすれ ば、雨水 によ る船体 傾斜 が あるか らと

言 つて直 ち に転覆 の危険性 を察知す べ きだ とは到底言 えな い。又 、

生徒 か らの心配 の声 を伝 えた と ころ、専 門家 で あ る三 ケ 日青年の

家 が 「この程度 の雨 な ら大 丈夫 です 。Jと 回答 して いる (甲 3の

209頁 ).

自主 艇 の場合 は 、キ ャプテ ンが指 示 を行 う こ とにな って お り

(甲 4010頁 )。 キ ヤプテ ンは 14時 55分 頃天候 の急 変 を察

知 し、ハ ーバー に lff港 す る ことを決 断 した上で 、全艇 に風 上 に船

首 を向 け るよ う指 示 した (甲 4・ 17頁 )。 しか し当該艇 はそ れ

がで きな か つた。そ こで 、引率教諭 はキ ャプテ ン と繰 り返 し交信

し、指 示 を受 け、柑艇 に努 力 して いた。そ の後 、船酔 いの生徒 が

発 生 し、漕艇 が 困難 とな ったた め、教 10は 15時 05分 にキ ャプ

テ ンに レスキ ュー 艇 の要諦 を して い る (甲 2,45頁 、60頁 )。

以 上、引率教諭 は、この 10分 間 、規定 通 リキ ャプテ ンの指示

を受 けた対応 を してお り、十 分 責任 を果 た して いる。

な お 、甲 2・ 76頁 の'6所 見 にお いて は、複合 的 に要 因が重な

って 転覆 した ことが記 されて い るが 、そ の原 因の 中に救助要 請が

遅 す ぎ た とい う記述 は一切な い。
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(キ )キ につ いて

第 1段 落 につ いて は認 め る。      `

第 2段 落 につ いて は否認 す る。主張 は争 う。

自主艇 に乗船す る教 諭が舵 の操 作 に不慣 れで あるのは、本 船 に

限 らず 、全て の 自主艇 に想定 され る ことで あ る。施設側 はそ の想

定 に基 づ いた安 全管 理体 制 を整 え るべ きで あ る。確 か に曳航時 の

適 切な指 示や指導 員 の配置 が あれ ば、転覆 を回避 で きた可能 性 は

あ るで あ ろ う (甲 2068頁 ).し か しなが ら、救助 に来 た所 長

は舵 の操 作方 法等 の被 曳航 時 の 注意 事 項 を乗 船 して い る教 諭 に

伝 えなか った ばか りか、そ もそ も、仮 に教諭が所 員 に舵取 りを依

頼 した と して もえ い航 訓1練 を行 った こ との な い所 長所 員 が適 切

な指示 を行 い うる とは到底思 えな い .

以上、原告 らの主張 は全 く根 拠 のな い もので ある。

(ク )ク につ いて

第 1段 落 につ いて は争 う。

第 2段 落 につ いて は認 め る。

第 3段 落 につ いて は否認 す る。

甲 2・ 65頁 0は 、「水 難 救 助 隊員 が A船 に残 した生徒等 の人

数 を性格 に報告 して いれ ば、早 い段階 で行方 不 明者が発生 して い

る ことに気付 く ことがで き」 と言 つて い る。

第 4段落 につ いて は争 う。

第 5段落 につ いて は否認 す る。 主張 は争 う。

学校 は事 前 に乗船者 名簿 を作 成 して いた .三 ケ 日青年 の家 が乗

船者 名簿 の提 出 を求 めて いなか つた ので ある (甲 4019頁 、 3

6頁 )。

第 6段 落 につ いて は争 う。
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甲 2070～ 71頁 によれ ば、救 助が遅 れ た原 因 と して 。施 設

が 名簿作成 して いな か った ことの ほか に、水 上バイ クや スキ ュー

パ 装備 の不 liと い う消 防 の対 応 の遅 れ等 さ ま ざ まな複 合 的 な要

因を指摘 して いるが 、早期 発見 が で きなか つた原 因が学校側 にあ

る とい う指摘 はな い .

(ケ )ケ につ いて

第 1段落 につ いて は認 め る。

第 2段 落 につ いて は争 う。

当該艇 に乗船 した教諭 も救助 され た時 点で「まだわか らな い子

が い る」 ことを所 長 に告 げて いる (甲 3の 2・ 3頁 )。 所 長 は 3

人 を救 助 したが 、それ 以 上 の投 索 は体 力消 耗 か らで きな か った

(甲 208頁 、 62～ 63頁 )。 また、所 長 は救助 に来 た水難救

助 隊 に、まだ艇 内 に残 されて いる子 供が いるか も しれな いので確

認 して も らうよ う要請 したが 、救 助 隊員 か ら、潜水用 の装 備 を し

て きて いな いので 水 に港 うて確 認・救助す る ことはで きな い と断

られ て い る。

次 に、午後 4時 頃 に レスキ ュー艇 で三 ケ 日青年 の家ハー パー に

着 いた 当該教諭 は、出迎 えた校 長及 び 40歳 代 と思 われ る消 防署

員 に「花 菜 さん と万 里奈 さんが いな い」と告 げて いる。そ の後 も

警察 官 や 消 防 署員 を見 るた び に 「花 菜 さん と万 里 奈 さんが いな

い」 とい うことを伝 えて いる。

したが って 当該教諭 は十分 そ の責任 を果 た して い る .

(コ )コ につ いて

争 う。

ェ  (4)に つ いて

(ア )ア につ いて

10
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第 1段 落 につ いて は認 め る。

そ の余 につ いて はすべて争 う。

(イ )イ につ いて

豊橋市 に直接 関係す る もので はな いゆえ認否 しな い。

ォ  (5)に つ いて

争 う。

(2)2に つ いて

争 う。

4 請求 の原 因第 4に つ いて

豊橋市 に直接 関係 す る もので はな い ゆえ認否 しな い。

5 請求 の原 因第 5に つ いて

原告 らが損害賠 償 請求権 の主体 で あ る こと、カ ッター訓練 が 本件 中

学校 の正課 の授 業で あ る こと、西野花菜 さんが死亡 した ことは認 め る。

そ の余 は全て 否認す る。 主張 は争 う。

豊橋 市 は甲 10記 載 の とお り、本 件 発 生以後 、所管 す る さまざまな

施設 に対 して 、安 全管 理や 危機管 理 の周知徹 底 に努 め、再発 防止 に向

けた取 り組 み を して きた し、遺 族 に対 して も再三 にわ た り弔意 を伝達

して いる。

また、豊橋 市教 育委 員会で は本件 を教 訓 と して平成 23年 4月 に「校

外学 習安 全 マニ ュ アル」 を策定 し、市 内全 小 中学校 に周知徹 底 をはか

って いる (そ の後 、平 成 24年 4月 に一部改訂 )。

更 に、 6月 18日 を 「豊橋 ・ 学 校 いの ちの 日」 と定 め、市 内全小 中

学校 で この事 故 を風化 させ る ことな く、 いのちの大 切 さを考 えた り、

安 全管 理や危機管 理体 制の徹 底 をはか った りす る取 り組 み を各校 の実

情 に応 じた形 で行 って い る し、月命 日に合わせ て道族 の家庭 を訪 問 し、

弔意 を示す と ともに当該 生徒 の冥福 を祈 つて いる。加 えて 、 甲 3の 2

11
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のよ うに原告 の疑 問や質 問 に対 して は、で き る限 りの調査 を行 い、誠

意 をもって 回答 して いる。           I

このよ うに豊 橋市及 び豊 橋市 教育 委員会 は、誠意 を もって再発 防止

と遣族 へ の対 応 を して いる .「 反省や 謝罪 を拒 む」「何 ら意 味 あ る回答

を しな い」等 な どとは到 底言 えな い .

6 請求 の原 因第 6に つ いて

争 う .

以 上
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